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〔
判
示
事
項
〕

　

会
社
法
三
三
九
条
は
、
一
項
に
お
い
て
株
主
総
会
決
議
に
よ
る
役

員
解
任
の
自
由
を
保
障
し
つ
つ
、
二
項
に
お
い
て
当
該
役
員
の
任
期

に
対
す
る
期
待
を
保
護
す
る
た
め
、
解
任
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
会
社
に
特
別
の
賠
償
責
任
（
法
定
責
任
）
を
負
わ
せ
る

こ
と
に
よ
り
、
会
社
及
び
株
主
の
利
益
と
当
該
役
員
の
利
益
の
調
和

を
図
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
同
条
に
お
い
て
、
役
員

を
解
任
す
る
に
あ
た
り
、
会
社
の
故
意
過
失
や
当
該
役
員
へ
の
解
任

事
由
の
告
知
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
う
え
、「
正
当
な
理
由
」
を

会
社
が
認
識
し
て
い
た
事
情
に
限
定
す
る
旨
の
規
定
も
存
在
し
な
い

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
正
当
な
理
由
の
根
拠
と
な
る
事
情
は
、
本
件
解

任
時
点
で
客
観
的
に
存
在
し
て
い
れ
ば
足
り
、
被
告
ら
が
認
識
し
て

い
る
こ
と
ま
で
要
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　

会
社
法
三
三
九
条
二
項

〔
事
　
実
〕

　

被
告
Ａ
ら
（
被
告
Ａ
、
被
告
Ａ
商
事
、
被
告
Ａ
物
産
、
被
告
Ａ
不

グ
ル
ー
プ
会
社
の
取
締
役
解
任
事
由
と
そ
の
損
害
賠
償
請
求
事
例

〔
商
法　

六
〇
〇
〕

（
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
三
月
二
九
日

平
二
七
ワ
第
三
二
〇
六
二
号
損
害
賠
償
請
求
事
件

金
融
・
商
事
判
例
一
五
四
七
号
四
二
頁

）

判
例
研
究
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動
産
の
こ
と
で
あ
り
、
以
下
「
被
告
Ａ
ら
」
と
い
う
）
は
、
菓
子
製

造
、
ホ
テ
ル
経
営
等
の
各
種
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
、
Ａ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
（
以
下
、「
Ａ
・
Ｈ
Ｄ
」
と
い
う
）
を
経
営
の
ト
ッ
プ

と
す
る
Ａ
グ
ル
ー
プ
内
の
事
業
子
会
社
で
あ
る
。
原
告
Ｘ
は
、
Ａ
・

Ｈ
Ｄ
の
代
表
取
締
役
会
長
で
あ
っ
た
Ｂ
の
長
男
で
あ
っ
て
、
Ａ
・
Ｈ

Ｄ
の
取
締
役
副
会
長
を
務
め
る
ほ
か
、
平
成
二
六
年
六
月
三
〇
日
、

被
告
Ａ
ら
の
取
締
役
に
再
任
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
原
告
Ｘ
は
、
同
年
一
二
月
二
六
日
、
Ａ
・
Ｈ
Ｄ
の
取
締

役
会
に
お
い
て
、
原
告
Ｘ
以
外
の
出
席
取
締
役
全
員
の
賛
成
に
よ
り

Ａ
・
Ｈ
Ｄ
取
締
役
副
会
長
の
地
位
を
解
職
さ
れ
、
同
日
付
で
被
告
Ａ
、

被
告
Ａ
商
事
、
被
告
Ａ
物
産
の
各
取
締
役
か
ら
解
任
さ
れ
、
平
成
二

七
年
一
月
七
日
付
け
で
被
告
Ａ
不
動
産
か
ら
解
任
さ
れ
た
（
以
下
、

各
会
社
の
取
締
役
の
解
任
を
「
本
件
解
任
」
と
い
う
）。

　

そ
こ
で
、
原
告
Ｘ
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
被
告
Ａ
ら
の
取
締
役

を
そ
れ
ぞ
れ
解
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
報
酬
相
当
額
及
び
退
職
金

相
当
額
の
損
害
を
そ
れ
ぞ
れ
被
っ
た
旨
を
主
張
し
て
、
被
告
Ａ
ら
に

対
し
、
会
社
法
三
三
九
条
二
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
求
め
た
。

　

他
方
、
被
告
Ａ
ら
は
、
本
解
任
に
つ
い
て
、〔
1
〕
小
売
業
社
と

信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
よ
う
な
、
小
売
店
舗
の
商
品
陳
列
棚
を
写
真

撮
影
し
そ
の
画
像
を
デ
ー
タ
化
し
て
販
売
す
る
と
い
う
事
業
（
以
下
、

本
件
事
業
）
を
企
図
し
、
実
行
さ
せ
た
こ
と
、〔
2
〕
Ａ
・
Ｈ
Ｄ
の

取
締
役
会
に
お
い
て
、
本
件
事
業
に
関
し
て
虚
偽
説
明
を
さ
せ
た
こ

と
、〔
3
〕
本
件
事
業
に
関
す
る
追
加
投
資
の
稟
議
に
関
し
て
虚
偽

説
明
を
さ
せ
た
こ
と
、〔
4
〕
本
件
事
業
に
関
す
る
虚
偽
の
説
明
を

し
て
自
ら
が
代
表
取
締
役
を
務
め
る
被
告
Ａ
商
事
に
対
し
て
販
売

デ
ー
タ
の
購
入
を
さ
せ
る
よ
う
同
社
取
締
役
ら
に
圧
力
を
か
け
る
な

ど
し
た
こ
と
、〔
5
〕
Ａ
グ
ル
ー
プ
内
の
手
続
に
違
反
し
た
こ
と
、

〔
6
〕
Ａ
グ
ル
ー
プ
役
職
員
の
電
子
メ
ー
ル
の
情
報
を
不
正
取
得
し

た
こ
と
な
ど
を
、
会
社
法
三
三
九
条
二
項
の
正
当
な
理
由
と
し
て
主

張
し
争
っ
た
。

〔
判
　
旨
〕

　

請
求
棄
却
。

　

本
件
解
任
の
正
当
な
理
由
の
有
無
に
つ
い
て

・ 

被
告
Ａ
ら
の
主
張
す
る
「
正
当
な
理
由
」〔
1
〕（
違
法
か
つ
小
売

業
者
と
の
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
本
件
事
業
を
実
行
し
た
こ
と
）

に
つ
い
て

　
「
原
告
は
、
違
法
と
判
断
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
、
か
つ
、
小
売

業
者
と
の
信
頼
関
係
を
破
壊
し
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
全
体
の
経
営
に
重
大

な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
業
を
企
図
し
、
実
行
し
た
と

い
え
、
か
か
る
行
為
は
、
経
営
者
と
し
て
の
適
格
性
に
疑
問
を
抱
か

せ
る
も
の
と
評
価
し
得
る
か
ら
、
解
任
の
正
当
な
理
由
の
根
拠
と
な
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る
事
情
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

・ 
被
告
Ａ
ら
の
主
張
す
る
「
正
当
な
理
由
」〔
2
〕（
本
件
取
締
役
会

に
お
い
て
虚
偽
説
明
を
し
た
こ
と
）
に
つ
い
て

　
「
本
件
取
締
役
会
に
お
い
て
は
、
原
告
の
指
示
な
い
し
承
認
の
下

に
、
本
件
事
業
に
関
し
て
虚
偽
説
明
が
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

か
か
る
行
為
は
、
原
告
が
職
務
上
の
不
正
を
し
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
経
営
者
と
し
て
の
適
格
性
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ

る
と
評
価
し
得
る
か
ら
、
解
任
の
正
当
な
理
由
の
根
拠
と
な
る
事
情

に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

・ 

被
告
Ａ
ら
の
主
張
す
る
「
正
当
な
理
由
」〔
3
〕（
本
件
追
加
投
資

承
認
の
稟
議
に
お
い
て
虚
偽
説
明
を
し
た
こ
と
）
に
つ
い
て

　
「
Ｇ
は
、
本
件
追
加
投
資
承
認
の
稟
議
の
過
程
に
お
い
て
、
原
告

の
指
示
な
い
し
承
認
の
下
に
、
本
件
事
業
に
係
る
売
上
げ
見
込
み
、

投
資
回
収
見
込
み
、
資
金
使
途
及
び
画
像
取
得
方
法
に
関
し
て
、
事

実
に
反
す
る
虚
偽
の
説
明
を
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
原
告
が
そ

の
よ
う
な
指
示
な
い
し
承
認
を
し
た
こ
と
は
、
原
告
が
職
務
上
の
不

正
を
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
経
営
者
と
し
て
の
適
格
性
に

疑
問
を
抱
か
せ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
か
ら
、
解
任

の
正
当
な
理
由
の
根
拠
と
な
る
事
情
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。」

・ 

被
告
Ａ
ら
の
主
張
す
る
「
正
当
な
理
由
」〔
4
〕（
被
告
Ａ
商
事
に

対
し
て
販
売
デ
ー
タ
の
購
入
要
求
を
し
た
こ
と
）
に
つ
い
て

　
「
原
告
は
、
被
告
Ａ
商
事
に
対
し
、
虚
偽
説
明
を
伴
っ
て
、
本
件

事
業
に
係
る
販
売
デ
ー
タ
の
購
入
圧
力
を
か
け
た
と
い
え
る
。
そ
し

て
、
原
告
の
か
か
る
行
為
は
、
原
告
が
被
告
Ａ
商
事
の
代
表
取
締
役

で
あ
り
、
Ｂ
会
長
の
長
男
で
あ
っ
て
、
Ａ
・
Ｈ
Ｄ
の
取
締
役
副
会
長

の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
取
締
役
と
し
て
の
適
格
性
を

疑
わ
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
解
任
の
正
当
な

理
由
の
根
拠
と
な
る
事
情
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

・ 

被
告
Ａ
ら
の
主
張
す
る
「
正
当
な
理
由
」〔
5
〕（
Ａ
グ
ル
ー
プ
内

の
手
続
違
反
を
行
っ
た
こ
と
等
）
に
つ
い
て

　
「
ア　

新
規
事
業
開
始
に
必
要
な
手
続
の
違
反
」、「
イ　

契
約
締

結
に
必
要
な
手
続
の
違
反
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
に
お
い
て

も
被
告
Ａ
ら
の
主
張
も
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
。

・ 

被
告
Ａ
ら
の
主
張
す
る
「
正
当
な
理
由
」〔
6
〕（
Ａ
グ
ル
ー
プ
役

職
員
の
電
子
メ
ー
ル
情
報
の
不
正
取
得
）
に
つ
い
て

　
「
原
告
が
、
平
成
二
三
年
一
〇
月
か
ら
平
成
二
六
年
一
二
月
に
か

け
て
、
Ｈ
の
Ｉ
に
指
示
な
い
し
要
請
を
し
て
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
役
職
員

等
の
電
子
メ
ー
ル
の
転
送
を
受
け
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
に
含
ま
れ
る

情
報
を
取
得
し
た
こ
と
は
、
原
告
と
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
他
の
役
職
員
と

の
間
の
信
頼
関
係
を
著
し
く
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
上
、
Ａ
グ
ル
ー

プ
各
社
は
メ
ー
ル
サ
ー
バ
ー
を
共
同
利
用
し
て
い
る
こ
と
（
前
提
事
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実
⑶
）
に
照
ら
す
と
、
三
年
余
り
の
長
期
に
わ
た
り
Ａ
グ
ル
ー
プ
全

社
を
不
正
ア
ク
セ
ス
及
び
情
報
漏
え
い
の
危
険
に
さ
ら
す
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。」
よ
っ
て
、「
原
告
の
か
か
る
行
為
は
、
原
告
が

職
務
上
の
不
正
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
、
な
い
し
経
営
者
と
し
て
の
不

適
格
性
を
示
す
も
の
と
評
価
し
得
る
か
ら
、
解
任
の
正
当
な
理
由
の

根
拠
と
な
る
事
情
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

　

解
任
の
正
当
な
理
由
と
な
る
事
情
が
解
任
当
時
会
社
が
認
識
し
て

い
た
も
の
に
限
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、「
会
社
法
三
三
九
条
は
、

一
項
に
お
い
て
株
主
総
会
決
議
に
よ
る
役
員
解
任
の
自
由
を
保
障
し

つ
つ
、
二
項
に
お
い
て
当
該
役
員
の
任
期
に
対
す
る
期
待
を
保
護
す

る
た
め
、
解
任
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
会
社
に
特
別

の
賠
償
責
任
（
法
定
責
任
）
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
会
社
及
び

株
主
の
利
益
と
当
該
役
員
の
利
益
の
調
和
を
図
っ
た
も
の
と
解
さ
れ

る
こ
と
に
加
え
、
同
条
に
お
い
て
、
役
員
を
解
任
す
る
に
当
た
り
、

会
社
の
故
意
過
失
や
当
該
役
員
へ
の
解
任
事
由
の
告
知
は
要
件
と
さ

れ
て
い
な
い
上
、「
正
当
な
理
由
」
を
会
社
が
認
識
し
て
い
た
事
情

に
限
定
す
る
旨
の
規
定
も
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
正
当
な

理
由
の
根
拠
と
な
る
事
情
は
、
本
件
解
任
時
点
で
客
観
的
に
存
在
し

て
い
れ
ば
足
り
、
被
告
ら
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
ま
で
要
し
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
た
。

　
「
以
上
に
よ
れ
ば
、
被
告
ら
の
主
張
す
る
正
当
な
理
由
〔
1
〕
な

い
し
〔
4
〕
及
び
〔
6
〕
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
本
件

解
任
の
正
当
な
理
由
に
な
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら

を
総
合
勘
案
す
れ
ば
、
本
件
事
業
に
つ
い
て
本
件
取
締
役
会
決
議
な

ど
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
て
も
、
原
告
は
、
被
告
ら
の

取
締
役
と
し
て
著
し
く
不
適
任
で
あ
る
と
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い

と
い
え
、
本
件
解
任
に
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。」

〔
研
　
究
〕

一　

近
年
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
Ｈ
Ｄ
）
や
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
形
態

で
企
業
経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
あ
る
人
物
が
グ
ル
ー
プ
内

の
複
数
の
企
業
の
役
員
を
兼
ね
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
な
か

で
グ
ル
ー
プ
内
の
会
社
の
取
締
役
の
解
任
事
由
に
よ
っ
て
、
グ
ル
ー

プ
内
に
お
け
る
他
会
社
の
全
て
の
役
員
を
解
任
で
き
る
か
ど
う
か
が

問
題
と
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
本
件
は
、
菓
子
製
造
や
ホ
テ
ル
経
営

な
ど
の
各
事
業
な
ど
を
グ
ル
ー
プ
と
し
て
行
っ
て
い
る
企
業
グ
ル
ー

プ
内
の
事
案
で
あ
る
が
、
取
締
役
が
正
当
な
理
由
な
く
解
任
さ
れ
た

と
し
て
、
報
酬
相
当
額
等
の
損
害
を
被
っ
た
と
主
張
し
て
、
被
告
Ａ

ら
に
対
し
、
会
社
法
三
三
九
条
二
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
し
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た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
は
、
個
々
の
解
任
事
情
が
、

そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
解
任
の
「
正
当
な
理
由
」
に
な
る
と
ま
で
は
い

え
な
い
が
こ
れ
ら
を
総
合
勘
案
す
れ
ば
、
原
告
が
、
被
告
ら
の
取
締

役
と
し
て
著
し
く
不
適
任
で
あ
る
と
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
い

え
、
本
件
解
任
に
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
し
た
。
本
件
に
お
け
る

裁
判
所
の
判
断
と
し
て
は
請
求
を
棄
却
し
て
お
り
（
東
京
地
判
平
成

三
〇
年
三
月
二
九
日
）、
控
訴
審
・
上
告
審
で
も
請
求
を
棄
却
し
て

い
る
（
東
京
高
判
平
成
三
〇
年
一
〇
月
四
日
、
最
判
令
和
元
年
六
月

二
〇
日
）。

　

な
お
、
本
件
に
対
す
る
評
釈
と
し
て
は
、
末
永
敏
和
「
取
締
役
の

解
任
に
つ
い
て
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
し
て
、
解
任
さ
れ
た
役

員
の
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例
」
金
融
・
商
事
判

例
一
五
六
三
号
（
平
成
三
一
年
）
二
頁
、
前
田
修
志
「
取
締
役
解
任

の
「
正
当
な
理
由
」」『
平
成
三
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
ス

ト
臨
時
増
刊
一
五
三
一
号
）』
九
七
頁
（
平
成
三
一
年
）、
尾
関
幸
美

「
取
締
役
の
解
任
に
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
請

求
が
斥
け
ら
れ
た
事
例
」
Ｔ
Ｋ
Ｃ
ロ
ー
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
新
・
判
例
解

説W
atch

商
法N

o. 120

（
令
和
元
年
）
一
頁
が
あ
る
。

二　

役
員
（
取
締
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
）
及
び
会
計
監
査
人
は
、

い
つ
で
も
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
会
三
三
九
条
一
項
）。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
解
任
さ
れ
た
者
は
、

そ
の
解
任
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
株
式
会
社

に
対
し
、
解
任
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
て
い
る
（
同
条
二
項
）。
こ
れ
は
、
平
成
一
七
年
商
法

改
正
以
前
の
商
法
二
五
七
条
一
項
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
（
奥

島
孝
康
「
三
三
九
条
」
酒
巻
俊
雄
・
龍
田
節
編
集
代
表
『
逐
条
解
説

会
社
法
第
四
巻
機
関
・
1
』（
中
央
経
済
社
、
平
成
二
〇
年
）
三

二
四
頁
）、
そ
の
改
正
以
前
よ
り
、「
正
当
な
理
由
」
を
め
ぐ
り
学
説

の
対
立
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
の
解
任
自
由
に
関
す
る

規
定
の
沿
革
か
ら
す
れ
ば
（
沿
革
関
係
は
、
今
井
潔
「
商
法
二
五
七

条
」
上
柳
克
郎
・
鴻
常
夫
・
竹
内
昭
夫
編
『
新
版
注
釈
会
社
法

（
6
）
株
式
会
社
の
機
関
（
2
）』（
有
斐
閣
、
平
成
六
年
）
五
四
頁

以
下
、
鈴
木
千
佳
子
「
株
主
総
会
に
よ
る
取
締
役
の
解
任
に
関
す
る

一
考
察
」
法
学
研
究
六
六
巻
一
号
（
平
成
五
年
）
一
七
六
頁
以
下
、

横
尾
亘
「
正
当
事
由
な
き
取
締
役
解
任
に
と
も
な
う
損
害
賠
償
責
任

の
法
的
性
質
」
法
學
政
治
學
論
究
五
二
号
（
平
成
一
四
年
）
一
二
一

頁
以
下
、
芝
園
子
「
取
締
役
の
解
任
法
制
の
検
討
（
一
）」
法
制
論

集
（
平
成
一
五
年
）
一
五
四
頁
以
下
な
ど
参
照
）、
明
治
二
三
年
商

法
（
旧
商
法
）
一
九
七
条
は
、
株
主
総
会
に
よ
る
解
任
自
由
を
認
め

て
い
た
が
、
解
任
さ
れ
た
取
締
役
が
解
任
後
の
給
料
な
ど
の
金
銭
を

得
る
権
利
を
有
し
な
い
と
明
文
で
定
め
て
い
た
が
、
明
治
三
二
年
商
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法
（
新
商
法
）
一
六
七
条
に
お
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
任
期
前

に
解
任
す
る
場
合
に
は
、
取
締
役
に
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
（
同
条
但
書
）。
そ
れ
故
、
こ
の
損
害
賠
償
責
任
の

法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
学
説
が
分
か
れ
て
い
た
。
法
が
無
制
限
な

取
締
役
解
任
権
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
解
任
そ
の
も
の
を
理
由

と
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
を
な
し
う
る
の
は
、
不
法
行
為
の
成
立
が

認
め
ら
れ
た
場
合
に
損
害
賠
償
の
請
求
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
不
法

行
為
責
任
説
や
（
浜
田
一
男
「
二
五
七
条
」
大
森
忠
夫
・
矢
沢
惇
編

『
注
釈
会
社
法
（
4
）
株
式
会
社
の
機
関
』（
有
斐
閣
、
昭
和
四
三

年
）
三
〇
四
頁
）、
任
期
満
了
前
は
み
だ
り
に
解
任
し
な
い
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
不
解
任
特
約
違
反
の
債
務
不
履
行
責
任
と
解
す
る
債

務
不
履
行
責
任
説
（
今
井
潔
「
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
る
取
締
役
解

任
」
北
澤
正
啓
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
現
代
株
式
会
社
法
の
課

題
』（
有
斐
閣
、
昭
和
六
一
年
）
三
五
〇
頁
）
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

取
締
役
解
任
が
不
法
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
に
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う

（
東
條
吉
純
「
取
締
役
及
び
監
査
役
の
解
任
に
お
け
る
正
当
事
由
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
九
八
一
号
（
平
成
三
年
）
一
一
八
頁
）。
ま
た
、
債
務

不
履
行
責
任
説
と
し
て
構
成
し
て
し
ま
う
と
、
結
果
的
に
、
任
期
の

定
め
が
あ
れ
ば
、
取
締
役
の
報
酬
請
求
権
が
い
わ
ば
既
得
権
的
に
認

め
ら
れ
た
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
妥
当
で
は
な
い
（
加
藤
修

「
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
の
解
任
に
関
す
る
正
当
事
由
」
法
学
研
究

六
七
巻
一
〇
号
（
平
成
六
年
）
八
八
頁
）。
本
来
、
損
害
賠
償
責
任

は
、
法
が
特
に
認
め
た
無
過
失
責
任
の
場
合
を
除
き
、
債
務
不
履
行

ま
た
は
不
法
行
為
の
違
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
が
原
則
で
あ
る

が
、
取
締
役
の
解
任
が
適
法
行
為
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
当

該
責
任
を
法
定
の
特
別
責
任
と
解
し
、
会
社
に
故
意
・
過
失
を
要
求

し
な
い
、
衡
平
の
観
念
に
基
づ
く
取
締
役
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め

の
政
策
的
措
置
と
解
す
る
法
定
責
任
と
解
す
べ
き
（
江
頭
憲
治
郎

「
監
査
役
解
任
の
正
当
事
由
の
存
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
五
号
（
昭

和
六
一
年
）
一
一
二
頁
）
と
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
る
（
法
定
責
任

説
）。

　

判
例
も
、
多
数
説
と
同
じ
く
、
法
定
責
任
説
を
採
用
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
下
級
審
の
も
の
で
は
、「
商
法
二
五
七
条
一
項
但
書
（
筆

者
注
―
―
平
成
一
七
年
法
律
八
七
号
に
よ
る
改
正
前
の
商
法
）
に
い

う
損
害
賠
償
責
任
は
、
取
締
役
を
正
当
事
由
な
く
解
任
し
た
こ
と
に

つ
い
て
故
意
、
過
失
を
必
要
と
し
な
い
株
式
会
社
に
課
さ
れ
た
法
定

の
責
任
」
で
あ
る
と
か
（
大
阪
高
判
昭
和
五
六
年
一
月
三
〇
日
判
時

一
〇
一
三
号
一
二
一
頁
）、「
そ
も
そ
も
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
害

賠
償
責
任
は
同
法
が
特
に
定
め
た
法
定
責
任
」（
東
京
地
判
昭
和
六

三
年
二
月
二
六
日
判
時
一
二
九
七
号
一
三
六
頁
）
で
あ
る
と
し
て
い

る
（
他
に
、
広
島
地
判
平
成
六
年
一
一
月
二
九
日
判
タ
八
八
四
号
二
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三
〇
頁
な
ど
）。
ま
た
、
最
高
裁
で
も
、「
株
式
会
社
は
、
た
だ
株
主

総
会
の
決
議
と
い
う
形
式
的
要
件
さ
え
あ
れ
ば
、
た
と
い
任
期
の
定

あ
る
取
締
役
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
の
実
質
的
理
由
を
要
し
な
い
で
解

任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
最
判
昭
和
五
七
年
一
月
二
一
日
判
時
一

〇
三
七
号
一
二
九
頁
）
と
し
、
法
定
責
任
説
に
た
っ
た
判
断
を
し
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
判
例
の
考
え
は
、
平
成
一
七
年
の
会
社
法
（
三
三
九

条
）
の
時
代
に
な
っ
て
も
変
更
が
な
い
よ
う
で
あ
り
、
近
時
の
判
例

を
み
て
も
、
判
決
文
の
中
で
、
法
定
責
任
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
う

た
っ
て
い
る
も
の
が
増
え
て
い
る
（
秋
田
地
判
平
成
二
一
年
九
月
八

日
金
判
一
三
五
六
号
五
九
頁
、
横
浜
地
判
平
成
二
四
年
七
月
二
〇
日

判
時
二
一
六
五
号
一
四
一
頁
、
東
京
地
判
平
成
二
九
年
一
月
二
六
日

金
融
・
商
事
判
例
一
五
一
四
号
四
三
頁
）。
本
件
も
同
様
に
、「
会
社

法
三
三
九
条
二
項
の
損
害
賠
償
責
任
は
会
社
の
故
意
過
失
を
要
件
と

し
な
い
法
定
責
任
で
あ
る
」
と
明
確
に
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の

判
例
の
考
え
方
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

三　

会
社
法
三
三
九
条
二
項
が
定
め
る
損
害
賠
償
の
性
質
を
多
数

説
・
判
例
の
よ
う
に
法
定
責
任
と
と
ら
え
る
と
し
て
も
、
同
条
二
項

の
正
当
事
由
の
解
釈
、
つ
ま
り
取
締
役
に
損
害
賠
償
を
支
払
う
必
要

が
な
い
正
当
事
由
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。

　

学
説
に
お
い
て
は
、
違
法
行
為
・
故
意
の
信
認
義
務
違
反
・
任
務

懈
怠
・
甚
だ
し
い
不
適
任
な
ど
取
締
役
の
地
位
そ
の
も
の
と
相
容
れ

な
い
作
為
・
不
作
為
の
存
す
る
こ
と
と
す
る
説
（
酒
巻
俊
雄
「
取
締

役
の
解
任
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」『
取
締
役
の
責
任
と
会
社
支
配
』

（
成
文
堂
、
昭
和
四
四
年
）
七
〇
頁
）
や
、
取
締
役
の
任
務
違
反
、

重
大
な
非
行
、
職
務
遂
行
能
力
の
著
し
い
欠
如
、
長
期
の
病
気
休
養

と
す
る
説
（
大
隅
健
一
郎
・
今
井
宏
『
会
社
法
論
中
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、

昭
和
五
八
年
）
一
五
九
頁
）
な
ど
が
あ
る
が
、
株
主
の
利
益
と
取
締

役
の
利
益
と
の
調
和
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
も

あ
る
（
近
藤
光
男
「
会
社
経
営
者
の
解
任
」
江
頭
憲
治
郎
編
『
八
十

年
代
商
事
法
の
諸
相
』（
有
斐
閣
、
昭
和
六
〇
年
）
四
〇
四
頁
）。
さ

ら
に
、
取
締
役
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
性
質
を
法
定
の
特
別
責
任
と

解
し
つ
つ
も
、
取
締
役
の
責
任
を
株
主
保
護
と
取
締
役
保
護
と
い
う

視
点
に
立
ち
、
取
締
役
の
保
護
を
妥
当
な
範
囲
で
最
大
に
認
め
る
た

め
、
正
当
事
由
の
範
囲
を
狭
く
解
す
る
説
も
あ
る
（
鈴
木
・
前
掲
一

八
六
頁
）。

　

以
前
の
判
例
に
お
い
て
は
、
正
当
な
理
由
が
存
在
す
る
場
合
と
は
、

「
本
人
の
意
思
に
反
し
て
ま
で
も
取
締
役
た
る
資
格
を
剝
奪
し
、
か

つ
任
期
満
了
ま
で
取
締
役
と
し
て
の
地
位
に
あ
る
こ
と
に
対
す
る
本

人
の
期
待
を
も
無
視
す
る
に
足
る
客
観
的
な
事
由
―
例
え
ば
、
取
締

役
の
非
行
や
業
務
執
行
能
力
の
著
し
い
欠
如
」（
最
判
昭
和
五
七
年
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一
月
二
一
日
判
時
一
〇
三
七
号
一
二
九
頁
）
で
あ
る
と
か
、「
適
格

を
欠
く
と
か
、
あ
る
い
は
客
観
的
に
職
務
遂
行
が
不
可
能
で
あ
る
と

か
障
害
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
的
確
な
証
拠
は
な
い
」（
名
古

屋
地
判
昭
和
六
三
年
九
月
三
〇
日
判
時
一
二
九
七
号
一
三
六
頁
）、

「
正
当
事
由
に
は
、
取
締
役
と
し
て
不
適
格
で
あ
っ
た
り
、
業
務
執

行
に
支
障
を
生
じ
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
こ
と
は
勿
論
、
経
営
判
断

の
誤
り
に
よ
っ
て
会
社
に
損
害
を
与
え
た
場
合
も
含
ま
れ
る
」（
広

島
地
判
平
成
六
年
一
一
月
二
九
日
判
タ
八
八
四
号
二
三
〇
頁
）、「
法

令
違
反
や
不
正
行
為
等
が
あ
り
、
経
営
管
理
の
能
力
を
欠
き
職
務
へ

の
著
し
い
不
適
任
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
、
本
件
解
任
に
は
正
当
な
理

由
」
が
あ
る
場
合
（
東
京
地
判
平
成
二
九
年
九
月
二
九
日
）
な
ど
と

し
て
い
る
。
整
理
を
す
れ
ば
、「
当
該
取
締
役
の
職
務
の
執
行
に
あ

た
り
、
①
不
正
の
行
為
や
定
款
又
は
法
令
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ

た
場
合
、
②
取
締
役
が
経
営
に
失
敗
し
て
会
社
に
損
害
を
与
え
た
場

合
、
③
当
該
取
締
役
の
経
営
能
力
の
不
足
に
よ
り
客
観
的
な
状
況
か

ら
判
断
し
て
将
来
的
に
会
社
に
損
害
を
与
え
る
可
能
性
が
高
い
場

合
」（
東
京
地
判
平
成
二
五
年
五
月
三
〇
日
）
と
し
て
い
る
。

　

よ
り
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、
ま
ず
①
職
務
遂
行
上
の
著
し
い
法

令
定
款
違
反
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
が
、
特
定
の
業
者
と
癒
着
し
、

取
締
役
の
地
位
を
利
用
し
て
不
当
に
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を

図
る
な
ど
し
た
原
告
の
行
為
は
、
法
令
違
反
の
疑
い
の
あ
る
著
し
く

不
相
当
な
職
務
執
行
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
被
告
に
お
い
て
、
原
告

に
取
締
役
と
し
て
の
職
務
の
執
行
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判

断
し
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
客
観
的
、
合
理
的
事
情
が
あ
る
と
し

た
（
東
京
地
判
平
成
八
年
八
月
一
日
商
事
法
務
一
四
三
五
号
三
七

頁
）。

　

ま
た
、
②
心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
遂
行
に
支
障
が
あ
る
場
合

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
代
表
取
締
役
の
持
病
の
悪
化
を
理
由
に
代
表

取
締
役
を
辞
任
し
た
が
、
株
主
総
会
で
取
締
役
を
解
任
さ
れ
た
事
例

に
つ
き
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
し
た
（
最
判
昭
和
五
七
年
一
月
二

一
日
判
時
一
〇
三
七
号
一
二
九
頁
）。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
判
決
に

賛
成
す
る
も
の
も
あ
る
が
（
近
藤
・
前
掲
四
〇
五
頁
、
大
山
俊
彦
・

金
融
・
商
事
判
例
六
五
五
号
五
〇
頁
、
酒
巻
俊
雄
・
税
経
通
信
三
九

巻
一
号
二
八
〇
頁
）、
持
病
悪
化
に
よ
り
代
表
取
締
役
と
し
て
の
職

務
執
行
に
は
支
障
が
生
じ
た
こ
と
は
確
か
で
も
、
い
わ
ゆ
る
社
外
重

役
と
し
て
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ま
で
障
害
が
あ
っ
た

事
案
で
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
江
頭
・
前
掲
一

一
二
頁
。
同
じ
く
、
や
や
疑
問
と
す
る
も
の
と
し
て
、
中
村
一
彦

「
商
法
二
五
七
条
一
項
但
書
に
い
う
「
正
当
ノ
事
由
」
が
な
い
と
は

い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
六
巻
六
号
（
昭
和
五

八
年
）
七
三
頁
）。

　

さ
ら
に
、
③
職
務
へ
の
著
し
い
不
適
格
性
（
経
営
能
力
の
著
し
い
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欠
如
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
監
査
役
の
事
例
で
あ
る
が
、
税
務
処
理

上
の
過
誤
を
犯
し
た
こ
と
が
監
査
役
と
し
て
著
し
く
不
適
任
だ
と
さ

れ
た
事
例
（
東
京
高
判
昭
和
五
八
年
四
月
二
八
日
判
事
一
〇
八
一
号

一
三
〇
頁
）
が
あ
る
。

　

他
方
で
、
解
任
の
正
当
事
由
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
社
内
で

孤
立
化
し
、
ま
た
社
代
表
と
の
折
り
合
い
が
悪
く
な
っ
た
が
、
勤
務

を
継
続
で
き
な
い
ほ
ど
の
特
段
の
問
題
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な

い
と
し
て
、
取
締
役
の
職
務
へ
の
不
適
任
と
い
う
会
社
側
の
主
張
を

認
め
ず
、
正
当
事
由
を
否
定
し
た
（
東
京
地
判
五
七
年
一
二
月
二
三

日
金
判
六
八
三
号
四
三
頁
）。

　

ま
た
、
販
売
活
動
上
の
意
見
の
相
違
及
び
経
営
権
確
保
の
動
機
を

有
す
る
新
株
発
行
が
解
任
の
正
当
事
由
に
な
る
か
に
つ
い
て
、
信
頼

感
を
喪
失
さ
せ
る
に
と
ど
ま
り
、
取
締
役
な
い
し
監
査
役
の
適
格
性

を
欠
き
、
客
観
的
に
職
務
遂
行
が
不
可
能
と
な
る
障
害
と
は
認
め
ら

れ
な
い
と
し
て
、
正
当
事
由
と
認
め
な
か
っ
た
（
名
古
屋
地
判
六
三

年
九
月
三
〇
日
判
時
一
二
九
七
号
一
三
六
頁
）。

　

さ
ら
に
、
大
株
主
で
あ
る
創
業
家
と
原
告
と
の
信
頼
関
係
が
破
壊

さ
れ
た
こ
と
が
本
件
解
任
の
正
当
な
理
由
と
な
る
と
の
趣
旨
に
も
解

さ
れ
る
が
、
正
当
な
理
由
の
有
無
は
、
業
務
執
行
の
障
害
と
な
る
べ

き
客
観
的
事
由
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
と
し
て
、
正
当
な
理

由
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
（
東
京
地
判
平
成
二
七
年
六
月
二

二
日
）。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
正
当
事
由
」
と
は
、
取
締
役
の

地
位
そ
の
も
の
と
相
容
れ
な
い
あ
る
い
は
任
用
契
約
自
体
に
違
反
す

る
よ
う
な
作
為
・
不
作
為
の
存
す
る
こ
と
（
酒
巻
俊
雄
「
取
締
役
の

解
任
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」『
取
締
役
の
責
任
と
会
社
支
配
』
六

七
頁
）、
ま
た
は
当
該
取
締
役
に
職
務
執
行
を
さ
せ
る
に
あ
た
り
障

害
と
な
る
べ
き
状
況
が
客
観
的
に
生
じ
た
場
合
（
近
藤
光
男
「
取
締

役
解
任
の
正
当
事
由
」
民
商
法
雑
誌
八
七
巻
一
号
（
昭
和
五
七
年
）

一
四
五
頁
、
同
・
前
掲
四
〇
四
頁
）
を
い
う
。
そ
れ
故
、
法
令
定
款

違
反
や
任
務
懈
怠
は
当
然
で
あ
る
し
、
重
度
の
病
気
な
ど
に
よ
り
任

務
遂
行
を
果
た
せ
な
い
場
合
に
は
、
正
当
事
由
が
あ
る
と
し
て
損
害

賠
償
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

四　

本
件
事
業
ス
キ
ー
ム
と
、
Ａ
グ
ル
ー
プ
、
特
に
菓
子
や
冷
凍
な

ど
の
製
造
・
加
工
・
販
売
を
目
的
と
す
る
被
告
Ａ
、
そ
し
て
内
外
国

製
菓
子
、
食
品
類
の
輸
出
入
及
び
販
売
を
目
的
と
す
る
被
告
Ａ
商
事

と
の
関
係
を
考
え
た
場
合
、
小
売
店
舗
の
商
品
陳
列
棚
を
写
真
撮
影

し
そ
の
画
像
を
デ
ー
タ
化
し
て
販
売
す
る
と
い
う
事
業
を
企
図
し
、

実
行
さ
せ
た
と
い
う
行
為
（
被
告
Ａ
ら
が
主
張
す
る
「
正
当
な
理

由
」〔
1
〕）
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、「
原
告
は
、
違
法
と
判
断
さ

れ
る
リ
ス
ク
が
あ
り
、
か
つ
、
小
売
業
者
と
の
信
頼
関
係
を
破
壊
し
、
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Ａ
グ
ル
ー
プ
全
体
の
経
営
に
重
大
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
事
業
を
企
図
し
、
実
行
し
た
と
い
え
、
か
か
る
行
為
は
、
経
営
者

と
し
て
の
適
格
性
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
と
評
価
し
得
る
」
と
し

て
、
解
任
の
正
当
事
由
に
な
る
と
い
う
。
現
時
点
で
不
正
と
は
捉
え

て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
将
来
業
務
執
行
の
障
害
と
な
り
、
会

社
に
損
害
を
与
え
る
可
能
性
が
高
い
事
由
で
あ
り
、「
経
営
者
と
し

て
適
格
性
を
欠
く
」
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
「
経
営
者
の
適
格
性
」

と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
本
件
事
業
に
関
す
る
虚
偽
の
説
明
を
し
て

自
ら
が
代
表
取
締
役
を
務
め
る
被
告
Ａ
商
事
に
画
像
デ
ー
タ
の
購
入

を
さ
せ
よ
う
と
同
社
取
締
役
ら
に
圧
力
を
か
け
る
な
ど
し
た
行
為

（
被
告
Ａ
ら
が
主
張
す
る
「
正
当
な
理
由
」〔
4
〕）
に
あ
っ
て
は
、

裁
判
所
は
、「
原
告
は
、
被
告
Ａ
商
事
に
対
し
、
虚
偽
説
明
を
伴
っ

て
、
本
件
事
業
に
係
る
販
売
デ
ー
タ
の
購
入
圧
力
を
か
け
た
と
い
え

る
。
そ
し
て
、
原
告
の
か
か
る
行
為
は
、
原
告
が
被
告
Ａ
商
事
の
代

表
取
締
役
で
あ
り
、
Ｂ
会
長
の
長
男
で
あ
っ
て
、
Ａ
・
Ｈ
Ｄ
の
取
締

役
副
会
長
の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
取
締
役
と
し
て
の

適
格
性
を
疑
わ
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
取
締
役
の
適
格

性
と
い
う
点
か
ら
解
任
の
正
当
事
由
と
し
て
い
る
。

　

他
方
で
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
の
あ
る
事
業
を
Ａ
・
Ｈ
Ｄ
の
取
締
役

会
で
虚
偽
説
明
を
し
て
承
認
を
取
り
つ
け
る
行
為
（
被
告
Ａ
ら
が
主

張
す
る
「
正
当
な
理
由
」〔
2
〕）
や
本
件
追
加
投
資
承
認
の
稟
議
に

お
い
て
虚
偽
説
明
を
し
た
行
為
（
被
告
Ａ
ら
が
主
張
す
る
「
正
当
な

理
由
」〔
3
〕）、
さ
ら
に
は
Ａ
グ
ル
ー
プ
役
職
員
の
電
子
メ
ー
ル
の

情
報
を
不
正
に
取
得
し
た
行
為
（
被
告
Ａ
ら
が
主
張
す
る
「
正
当
な

理
由
」〔
6
〕）
を
、
裁
判
所
は
原
告
の
「
不
正
行
為
」
と
認
定
し
、

経
営
者
と
し
て
の
適
格
性
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
り
、
解
任

の
正
当
な
理
由
と
な
る
と
い
う
。
不
正
行
為
や
定
款
ま
た
は
法
令
に

反
す
る
行
為
は
、
当
然
解
任
の
正
当
な
理
由
と
な
ろ
う
。

　

裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
に
被
告
Ａ
ら
が
主
張
す
る
「
正
当
な
理

由
」〔
1
〕
～
〔
6
〕（〔
5
〕
を
除
く
）
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
ぞ
れ

が
単
独
で
本
件
解
任
の
正
当
な
理
由
に
な
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
も

の
の
、
こ
れ
ら
を
総
合
勘
案
す
れ
ば
」、
取
締
役
と
し
て
「
著
し
く

不
適
任
」
だ
と
し
た
。
こ
の
点
、
い
わ
ば
五
個
の
間
接
事
実
の
認
定

を
し
て
、
そ
れ
ら
を
積
み
重
ね
て
一
個
の
「
取
締
役
と
し
て
著
し
く

不
適
任
」
で
あ
る
と
い
う
（
直
接
）
要
件
事
実
た
る
正
当
な
理
由
の

認
定
に
至
っ
た
と
理
解
す
れ
ば
、
本
件
判
旨
の
言
い
回
し
を
論
理
的

な
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
末
永
・
前

掲
五
頁
）。
本
件
の
よ
う
に
、
複
数
の
会
社
の
取
締
役
を
兼
ね
て
い

る
な
か
で
、
こ
う
し
た
難
し
い
事
案
の
解
決
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ

ば
工
夫
さ
れ
た
理
由
付
け
で
あ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
が
、
本
件
全

体
に
お
い
て
、
特
に
本
件
事
業
と
Ａ
物
産
や
Ａ
不
動
産
の
関
わ
り
が

見
え
て
こ
な
い
な
か
で
、
裁
判
所
の
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
Ａ
グ
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ル
ー
プ
役
職
員
の
電
子
メ
ー
ル
情
報
の
不
正
取
得
は
、「
原
告
の
指

示
な
い
し
要
請
を
受
け
て
前
記
転
送
を
行
っ
た
と
認
め
る
の
が
相
当

で
あ
る
。」
と
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
行
為
が
「
原
告
が
職
務
上
の

不
正
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
、
な
い
し
経
営
者
と
し
て
の
不
適
格
性
を

示
す
も
の
と
評
価
し
得
る
か
ら
、
解
任
の
正
当
な
理
由
の
根
拠
と
な

る
事
情
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
Ａ
グ
ル
ー
プ

役
職
員
の
電
子
メ
ー
ル
情
報
の
不
正
取
得
は
、「
Ａ
グ
ル
ー
プ
全
体
」

と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
物
産
や
Ａ
不
動
産
も
含
ん
で
の
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
本
件
全
体
か
ら
見
て
、
Ａ
物
産
や
Ａ
不
動
産
の
取
締

役
の
解
任
事
由
と
な
る
こ
と
の
理
由
が
あ
ま
り
判
然
と
し
な
い
の
で
、

そ
の
両
会
社
の
解
任
事
由
と
ま
で
し
て
良
い
か
は
や
や
疑
問
が
な
い

で
は
な
い
。
ま
た
、
被
告
Ａ
ら
が
主
張
す
る
「
正
当
な
理
由
」〔
6
〕

に
対
し
て
、
電
子
メ
ー
ル
情
報
の
不
正
取
得
が
「
三
年
余
り
の
長
期

に
わ
た
り
Ａ
グ
ル
ー
プ
全
社
を
不
正
ア
ク
セ
ス
及
び
情
報
漏
え
い
の

危
険
に
さ
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。」
と
し
て
お
き
な
が
ら

も
（
し
か
も
、
原
告
の
指
示
な
い
し
要
請
を
受
け
て
転
送
を
行
っ
た

と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
）、
こ
れ
だ
け
で

も
っ
て
職
務
上
の
不
正
行
為
に
よ
る
解
任
事
由
に
該
当
し
う
る
と
も

考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
本
件
で
は
そ
の
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
工
夫
し
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ

る
。
裁
判
所
は
、「
こ
れ
ら
の
事
業
子
会
社
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し

た
法
人
格
を
有
し
て
い
る
が
、
実
態
と
し
て
は
Ａ
グ
ル
ー
プ
全
体
が

一
体
と
し
て
事
業
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
各
事
業
子
会
社
は
、
生
産
、

営
業
等
の
機
能
や
取
り
扱
う
製
品
の
種
類
等
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
大
企
業
に
お
け
る
社
内
部
門
に
近
い
も
の
と
し
て
機

能
し
て
い
る
。」
と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
本
件

解
任
の
正
当
な
理
由
に
な
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
こ
れ
ら
を
グ

ル
ー
プ
全
体
か
ら
す
れ
ば
、
原
告
Ｘ
が
取
締
役
と
な
っ
て
い
る
被
告

Ａ
会
社
ら
（
被
告
Ａ
、
被
告
Ａ
商
事
、
被
告
Ａ
物
産
、
被
告
Ａ
不
動

産
）
は
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
一
体
で
あ
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
、

各
会
社
の
取
締
役
と
し
て
関
与
し
た
行
為
に
つ
い
て
濃
淡
は
あ
る
も

の
の
、
仮
に
そ
の
行
為
が
薄
か
っ
た
と
し
て
も
、
取
締
役
と
し
て
職

務
遂
行
上
の
著
し
い
法
令
定
款
違
反
が
あ
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
職

務
へ
の
著
し
い
不
適
格
性
が
あ
れ
ば
、
取
締
役
の
解
任
事
由
と
な
る

の
で
あ
り
、
原
告
Ｘ
に
損
害
賠
償
を
支
払
う
必
要
が
な
い
と
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

　

近
年
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
Ｈ
Ｄ
）
や
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
形
態
で

企
業
経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
あ
る
人
物
が
グ
ル
ー
プ
内
の

複
数
の
企
業
の
役
員
を
兼
ね
る
場
合
が
あ
る
が
、
本
件
も
同
様
の
事

案
で
あ
る
。
結
局
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
グ
ル
ー
プ
内
の
会
社
の
取
締
役
の
解
任

事
由
が
、
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る
他
会
社
の
全
て
の
役
員
を
解
任
さ
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せ
る
正
当
事
由
に
な
る
か
は
慎
重
な
判
断
が
必
要
な
場
合
も
あ
ろ
う

と
考
え
る
。
会
社
法
三
三
九
条
の
問
題
と
し
て
、「
株
主
総
会
に
よ

る
解
任
権
と
取
締
役
の
地
位
の
保
証
の
調
和
の
あ
り
方
は
、
論
理
的

に
決
定
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
い
う
よ
り
も
政
策
的
に
決
定
さ
れ
る
べ

き
問
題
で
は
な
い
か
」（
加
藤
貴
仁
「
三
三
九
条
」
岩
原
紳
作
編

『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
七
―
―
機
関
（
1
）』（
商
事
法
務
、
平

成
二
五
年
）
五
二
〇
～
五
二
一
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
な
お

さ
ら
解
任
さ
れ
た
取
締
役
と
そ
の
解
任
事
由
と
の
関
係
が
、
他
会
社

の
取
締
役
解
任
の
正
当
事
由
と
な
る
か
否
か
は
、
慎
重
な
事
実
認
定

と
共
に
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、
解
任
の
正
当
な
理
由
と
な
る
事
情
が
解
任
当
時
会
社
が

認
識
し
て
い
た
も
の
に
限
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
本
判
決

で
は
、
会
社
法
三
三
九
条
は
、
役
員
を
解
任
す
る
に
あ
た
り
、
会
社

の
故
意
・
過
失
や
当
該
役
員
へ
の
解
任
事
由
の
告
知
は
要
件
と
さ
れ

て
い
な
い
う
え
に
、「
正
当
な
理
由
」
を
会
社
が
認
識
し
て
い
た
事

情
に
限
定
す
る
旨
の
規
定
が
な
い
以
上
、
正
当
な
理
由
の
根
拠
と
な

る
事
情
は
、
解
任
時
点
で
客
観
的
に
存
在
し
て
い
れ
ば
足
り
、
被
告

ら
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
ま
で
要
し
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
学
説
で
は
、
解
任
の
正
当
な
理
由
は
解
任
決
議
時
に
客
観
的

に
存
在
し
て
い
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
た
と
え
多
数
派
株
主
が
当
該
理

由
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
損
害
賠
償
責
任
は
否
定
さ

れ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
（
近
藤
光
男
『
最
新
株
式
会
社
法
〔
第

七
版
〕』（
中
央
経
済
社
、
平
成
二
六
年
）
二
四
四
頁
）、
会
社
法
二

三
九
条
二
項
は
、
会
社
役
員
の
報
酬
へ
の
正
当
な
期
待
利
益
を
保
護

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
解
任
時
点
で
正
当
な
理
由
が
客
観
的
に
存

在
し
て
い
れ
ば
足
り
る
と
考
え
る
（
末
永
・
前
掲
六
頁
）。

池
島
　
真
策


